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〇
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
八
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

お
た
べ
歯
科
医
院

山
田　

裕
也

別
府
市
荘
園
町
八
組
の
一

令　

七
・　

八
・
三
一

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

別
府
市
駅
前
町
一
一
番
一
七
号

令　

七
・　

八
・
三
一

野
津
第
一
内
科
医

院

医
療
法
人
野
津
第

一
内
科
医
院

臼
杵
市
野
津
町
大
字
野
津
市
五
一
〇

番
地

令　

七
・　

八
・
三
一

江
良
歯
科
医
院

江
良　

秀
典

臼
杵
市
大
字
野
田
字
平
の
下
二
二
一

令　

七
・　

八
・
二
〇

な
つ
め
薬
局

有
限
会
社
直
方
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ

ス

津
久
見
市
徳
浦
本
町
七
番
六
号

令　

七
・　

九
・
一
五

ス
ワ
ロ
ー
薬
局

株
式
会
社
キ
ッ
セ

イ

別
府
市
石
垣
東
一
〇
丁
目
四
番
二
三

号

令　

七
・　

八
・
三
一

石
井
歯
科
医
院

石
井　

公
平

日
田
市
日
ノ
出
町
五
九
―
一
三

令　

七
・
一
〇
・
二
〇

ざ
い
ぜ
ん
歯
科

財
前　

裕
優

国
東
市
国
東
町
小
原
二
七
六
九

令　

七
・
一
〇
・
三
一

渡
町
台
外
科
病
院

吉
川　

健
一
郎

佐
伯
市
長
島
町
三
丁
目
一
三
―
一
二

令　

七
・
一
一
・
二
〇

株
式
会
社
ア
ル
フ

ァ
薬
局

株
式
会
社
ア
ル
フ

ァ
薬
局

別
府
市
石
垣
西
七
丁
目
八
番
一
五
号

令　

八
・　

一
・　

一

伊
東
歯
科
医
院

伊
東　

右
人

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
樋
田
一
六
五
の

一

令　

七
・
一
二
・
三
一

ゆ
う
き
皮
ふ
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

奥
津　

悠
輝

臼
杵
市
大
字
市
浜
七
四
三
―
九

令　

七
・
一
二
・
三
一

大
信
薬
局
長
湯
店

株
式
会
社
グ
ッ
ド

フ
ェ
ロ
ー
ズ

竹
田
市
直
入
町
大
字
長
湯
七
九
八
二

番
地
九

令　

七
・
一
二
・
三
一

（
告
示
）



令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報

二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
八
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

再
開
年
月
日

く
ま
の
み
ど
う
小

児
科

医
療
法
人
く
ま
の

み
ど
う
小
児
科

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
〇
番
地
の
一

令　

七
・　

九
・
二
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
八
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

休
止
年
月
日

く
ま
の
み
ど
う
小

児
科

医
療
法
人
く
ま
の

み
ど
う
小
児
科

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
〇
番
地
の
一

令　

七
・　

三
・
二
四

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
八
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

（
告
示
）

医
療
機
関
の
名
称

所　
　

在　
　

地

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

恵
の
聖
母
の
家

医
療
療
育
セ
ン

タ
ー
恵
の
聖
母
の

家

臼
杵
市
野
津
町
大
字
都
原
字
下
丸
尾
三

六
〇
一
―
二

令　

八
・　

一
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
八
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
所
在
地
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

医
療
機
関
の
名
称

所　
　

在　
　

地

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

ナ
ー
シ
ン
グ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
Ｉ
．
Ｃ

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺

一
一
八
三
―
一
四
ひ
ま
わ

り
荘
一
〇
二

豊
後
大
野
市
三
重
町
芦
刈

一
四
六
四

令　

七
・　

八
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
八
十
八
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日
種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
八
・　
　

　
　

二
・
九
映　

画
人
妻
出
会
い
系
サ
イ
ト　

夫
の
知
ら
な
い
妻

の
性
癖

新
東
宝
映
画

　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺



令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報

三

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

密
着
巨
乳
姉
妹　

お
っ
ぱ
い
は
知
っ
て
い
る

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

ぷ
に
ゅ
活　

い
っ
パ
イ
大
好
き

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

日
本
の
拷
問

新
東
宝
映
画

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
八
十
九
号

　

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日
種　

類

名　
　
　
　
　
　
　

称

発
行
所
名
等

指
定
理
由

令
八
・　
　

　
　

二
・
九
雑　

誌
裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

一
月
号

㈱
鉄
人
社

　

著
し
く
青
少

年
の
性
的
感
情

を
刺
激
し
、
著

し
く
青
少
年
に

粗
暴
性
若
し
く

は
残
虐
性
を
植

え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年

の
犯
罪
若
し
く

は
自
殺
を
誘
発

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す

る
お
そ
れ
が
あ

る
。

〃

書　

籍
実
録
性
犯
罪
フ
ァ
イ
ル　

猟
奇
事
件
編

㈱
鉄
人
社

〃

書　

籍
裏
マ
ニ
ア
ッ
ク
ス
極
太
裏
事
典
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　

（
告
示
）

大
分
県
告
示
第
九
十
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

京
都
府
京
都
市
下
京
区
布
屋
町
八
十
三
番
一

　
　
　
　

株
式
会
社N

azuna

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

大　

門　

真　

悟

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

由
布
市
湯
布
院
町
川
南
字
大
杵
千
二
百
五
十
一
番
一　

他
二
十
三
筆

　
　
　
　

（
仮
称
）
湯
布
院
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三　

　
　

イ　

ち
ゆ
う
房
施
設
及
び
ハ　

入
浴
施
設

種

類

ち
ゆ
う
房
施
設

能

力

三
八
〇
食
／
日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
九
・
四
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
九
・
五
・
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

　
　

九
・
〇

　

一
一
・
五



令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報

四

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
二
〇　
　

二
二
〇　
　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
二
〇　
　

二
二
〇　
　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

一
六
〇　
　

一
六
〇　
　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五
〇　

五
〇　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五

五

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
〇
〇
以
下

八
〇
〇
以
下

　
種

類

入
浴
施
設

①

三
・
八
㎥
／
日　

五
基

②

二
・
〇
㎥
／
日　

三
基

③

二
・
二
㎥
／
日　

六
基

④

二
・
四
㎥
／
日　

六
基

⑤

〇
・
六
六
㎥
／
日　

二
基

能

力

⑥

四
・
二
㎥
／
日　

一
基

⑦

一
・
九
㎥
／
日　

一
基

⑧

〇
・
七
六
㎥
／
日　

一
基

⑨

〇
・
九
六
㎥
／
日　

一
基

⑩

〇
・
七
八
㎥
／
日　

一
基

⑪

一
・
九
㎥
／
日　

一
基

⑫

三
・
五
㎥
／
日　

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
九
・
四
・
三
〇

（
告
示
）

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
九
・
五
・
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

①
～
⑪
二
四
時
間

⑫

一
六
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

（
①
は
五
基
分
、
②
は
三
基

分
、
③
④
は
六
基
分
、
⑤
は

二
基
分
の
水
量
を
記
載
）

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

①

一
九
・
〇

一
九
・
〇

②

　

六
・
〇

　

六
・
〇

③

一
三
・
二

一
三
・
二

④

一
四
・
四

一
四
・
四

⑤

　

一
・
三

　

一
・
三

⑥

　

四
・
二

　

四
・
二

⑦

　

一
・
九

　

一
・
九

⑧

　

〇
・
八

　

〇
・
八

⑨

　

一
・
〇

　

一
・
〇

⑩

　

〇
・
八

　

〇
・
八

⑪

　

一
・
九

　

一
・
九

⑫

　

三
・
六

　

三
・
六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
〇　

二
〇　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
〇　

二
〇　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

四
〇　

四
〇　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

三
〇　

三
〇　



令
和
八
年
二
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二
十
四
日

大
分
県
報

五

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

　
　

四
・
五

　
　

四
・
五

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
〇
〇
以
下

八
〇
〇
以
下

　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

種

類

浄
化
槽
設
備

処

理

方

式

接
触
ろ
床
方
式

能

力

一
二
二
人
槽

構

造

Ｆ
Ｒ
Ｐ
製

主

要

寸

法

二
二
・
一
五
ｍ
×
八
・
五
ｍ
×
四
・
四
七
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
九
・
四
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
九
・
五
・
一

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

一
八
・
〇

二
四
・
四

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～

八
・
六

五
・
八
～

八
・
六

五
・
八
～

八
・
六

五
・
八
～

八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
一
〇
〇　
　

一
〇　

一
〇
〇　
　

一
〇　

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ
一
〇
〇　
　

三
〇　

一
〇
〇　
　

三
〇　

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ
一
六
〇　
　

一
〇　

一
六
〇　
　

一
〇　

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五
〇　

三
〇　

五
〇　

三
〇　

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

五

　
　

四
・
五

五

　
　

四
・
五

大

腸

菌

数

CFU
／
mL
八
〇
〇
以
下
八
〇
〇
以
下
八
〇
〇
以
下
八
〇
〇
以
下

　

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

排
水
口
No
１

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

㎥
／
日

八
六
・
一

九
二
・
五

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通
常
の
値

最
大
の
値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

一
七
・
四

一
七
・
九

化
学
的
酸
素
要
求
量
㎎
／
Ｌ

二
二
・
一

二
二
・
六

浮

遊

物

質

量
㎎
／
Ｌ

三
二
・
一

三
三
・
七

窒

素

含

有

量
㎎
／
Ｌ

三
〇
・
〇

三
〇
・
〇

り

ん

含

有

量
㎎
／
Ｌ

　

四
・
五

　

四
・
五

大

腸

菌

数

CFU
／
mL

八
〇
〇
以
下　

八
〇
〇
以
下　

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
十
七
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
由
布
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地

改
良
事
業
施
行
申
請
人
代
表
神
志
那
幸
雄
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
）



令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報

六

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　

業　
　

名

地 

区 

名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
整

備
事
業

黒
岩
地
区

令
八
・　

二
・
二
四
か
ら

令
八
・　

三
・
一
六
ま
で

豊
後
大
野
市
役

所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　

業　
　

名

地 

区 

名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
地
域
た
め
池
総
合
整
備
事
業

竹
田
南
部
地
区

（
小
野
池
）

令
八
・　

二
・
二
四
か
ら

令
八
・　

三
・
一
六
ま
で

竹
田
市
役
所

（
告
示
）


